
解J凧革欄臓物化の冥鰭!
民主化闘争情報[号外] 2009年12月2日発行日本鉄道労働組合連合会(JR連合) 【N。1 70】

京子の醐めく湾醐!
東労組元会長の松崎明氏の息子で組合員でもないA氏は、 J R総連関連会社「さつき企

画」の社長に就任していたが、松崎氏はこのことについて「週刊現代裁判」の尋問の中で、

以下の通り証言しているが、その内容は支離滅裂でよくわからないo

(被告代理人) さつき企画は、株主があなたお一人ということかもしれませんが、 基本的にはJR東

労組、あるい樹R総連の関連の会社だろうと思いますが、そういう会社に東労組、あるいは総連の

組合員でない人が取締役、あるいは代表取締役に入るということは極めて異例なのではないでし

ょぅか。 (松崎)異例ではないと思いますが、私はそのことは望んでおりませんでしたo (代理人)

普通に言うと、あなたが唯一の株主であって100% (注株式を)保有しているんだと、そういう会社

であり、なおかつ東労組、総連の関連の会社であると、そういう会社に、あなたの息子さんであり、

なおかつ東労組、総連の組合員でない人が入ると、やっぱりこれは襟を正すというような意味合い

でも、仮に誰かが、息子さん適任ですよというようなお話があったとしても、それはさせませんという

ふうにしたりということは考えなかったですかo (松崎)おっしゃる通り、いたしましたo (代理人)

そしたら。 (松崎)そしたら、全を社長にすべきだと、こういう主張を強引にしたのが新潟のMという

圭です。私は、息子を社長にすればとやかくうるさい方々が↓旦いろ言うであろうことは当然予想臆

できましたから、私も反対だし、件もそれはならないと言っておりました← (代理人)それはいいん

だけれども、 (注:A氏は取締役に)なりましたよねo (松崎)なりました」性聖人)あなたも賛成し

垂とでしょう。 (松崎)しません0 (代理人) 100%の株式を保存上三°いる唯一の株主が絶親退

塾萱と言っても、取締役に選任できたんですかo (松崎)それば推薦する人がいたカ〕らそうなっ

董藍藍誌
式会社ですか。 (松崎)そうです。 (代理人)株主総会は開いていたんですか。 (松崎)もちろん

です。上里軍人)普通、どんな株式会社でも取締役は株主総会で選任するんですけれども、さつ

き企画はそうじゃなかったんですかo (松崎)いや、そうだと思いますよo臆(代理人)あなたは賛成

と生んでしよう。 (松崎)私はその総会に出ていませんていや、凸型、るかもしれませんけれど

諾驚基盤藍
す。 (代理人)賛成しなければできませんからね、なりっこはないんだから。 (松崎)生と

息子の社長就任に異を唱える者は「うるさい方々」なのか? !

「さつき企画」の唯一の株主としての自覚に欠ける、何ともあやふやな証言であるo代

理人の追及の通り、松崎氏の賛成なくして取締役の選任はできないo証言内容が正しいと

すれば松崎氏は息子の取締役就任に反対だったが、結局、賛成したということらしいo

松崎氏は「とやかくうるさい方々がいろいろ言うであろうことは当然予想できましたから」

と述べているが、息子の社長就任に異を唱える者は「とやかくうるさい方々」という認識

なのだろう。新潟のM氏の名前が出てきたが、なぜ松崎氏が息子の取締役、代表取締役へ

の就任に賛成したのか、彼の弁明について、次号で詳しく検証したいo

「検証・JR単打レ浸透轍的実態同封R達姶舟一J読i/l輔戦中! http://homepage l.nrty・ cOm力R-RENGO



梯詔酬物化の寅鰭!
民主化闘争情報[号外] 2009年12月7日発行日本鉄道労働組合連合会(JR連合) 【N°場71】

脚子の鰍醐拷l鯛拍? !
東労組元会長・松崎明氏は、 「週刊現代裁判」における以下の自身の証言(2009年1月

26　日)によると、息子のA氏がJR総連関連会社「さつき企画」の取締役就任には賛成し

たが、社長就任には反対だったらしい。その理由に、 A氏が有能な人物であること、松崎

氏の元は同士であった新潟のM氏が社長を狙っていたことを挙げている。

(被告代理人)(注:息子の取締役就任に)なぜ賛成したんですか。(松崎)それは、彼塑 

ろ歌を作ったりしてあちらこちらの組合と関係を持っていましたから、当時、人選をいろいろ考えて 

いたときに、多くの皆さんがA君にやってもらったらどうかと、そういうことで、あの下に音楽事務所 

を持っていましたから、しょっちゅうそこで出入りをしていた、そういう関係からそのような推薦を受 

坦左昼聖二_(代理人)あの下というのは、どこの下ですか。(松崎)目黒さつき会館ですね。1 

階ですね。(代理人)何階に何があるんですか。(松崎)現在は、2階に福祉事業協会と国際労 

働総研、総合研究所があり、それは3階ですね、2階手打R総連事務所です。その下です。(代理 

人)しかし、組合の歌を作るとか何とかいうようなことであれば、委託して作ってもらえば当然それで 

いいわけで、やっぱり唯-の株主の息子さんが取締役になるよということは、組織を私物化してる 

んじゃないのかという批判が当然出てくるだろうことは予測してましたよね。(松崎)はい。(代理 

人)それにもかかわらず、あえて取締役に就任することに賛成したのはどうしてですか。(松崎)認 

めました。(代理人)だからどうしてなんでしょうか。(松崎)それは彼が有能な人物だからです. 

(代理人)代表取締役になったのは、これも賛成した。(松崎)賛成しません。(代理人)有能だ 

ったら賛成してもいいんじゃないの。(松崎)私は、とかくのつまらない罵青雑言、ためにする批 

判、そういうものが起こるであろうことは予知しておりましたから、息子にもその意思は伝えてありま 

すし、息子もよく分かっておりましたが、別の意図が働いたんです。(代理人)何ですか。(松 

崎)それは先ほど言いましたように、新潟から来ていたMというのが、Aを執拗に社長に推したから 王宜し(代理人)そうするとそうなっちゃうんですか。(松崎)そうして、みんなが反対を、Aになる 

ことについては反対ですが、これは意図が明々白々だったわけです。Mは、私がノーと言っている 

息子を社長に推せば、必ず推した自分のところに社長のいすが回ってくる、そういう姑息な意思で 

あることは皆さんが見抜いていましたから、したがって、消去法でいけばMのほかに誰かということ 

になって、Mです、それを営業部長のままにして、Aが社長に推薦され、それはやむを得ないとい 

うことになったのだと思います。最終的に私も承知をいたしました。(代理人)その時点では、他の 

方との考慮もあったかも知れないけれども、Aさんが最も代表取締役に適任であると考えてその就 

任に賛成したということですか。(松崎)能力からみてそのように思いました。消去法です。 

わけのわからない利権幸い、一般組台目はどう思う? !

松崎氏は「われらのインター(Ⅵ1.25、 2009年9月15日発行)」でも、 M氏を「分裂屋

(ゼ二マツこガメ松ことMら)」、 「動労新潟暮元革マル活動家」とコケおろしている。なお、

M氏は革マル派から機関紙「解放」で、九州労大量脱退事件を主導したとして、秘密党員

名を明かされている人物(No.13参照)。弁明の真偽はわからないが、いずれにせよ、 J R

総連や東労組の一般組合員にはまったくわからない、 J尺革マル派の身内の話ばかりだ。

「検証・JR辞aル浸透と組織私物化の実態! 」間暁強ilトムペ才に掲載中! http:〃homepage l.nrty. com"R-RENGO



梯詔J帰革欄臓物化の異鱗!
民主化闘争情報[号外] 2009年12月9日発行日本鉄道労働組合連合会(JR連合) 【N°. 72】

せフ醐子御彫物l?
東労組元会長の松崎明氏は、 「週刊現代裁判」での証言で、息子のA氏の「さつき企画」

の取締役就任を認めたのは、 A氏が「目黒さつき会館」の中に音楽事務所を持って組合歌

を作ったりしてJ R総連の組合との関係を持っていたこと、さらに彼が有能な人物だから

だと述べた。 J R総連・東労組組合員の中には、 A氏作曲の組合歌のCDを購入した方も

多いはず。なお、西岡研介著「マングローブ」では、元JR東労組執行委員で「さっき企

画」の取締役も務めていた人物の以下の話を紹介している(p.101-)。

JR東労組組合員は約49,000人。仮に役員だけが商品を買ってもかなりの数がはけます。松崎 

怖さに皆、嫌でも買いますから。さらに各地本にノルマを課す。-(中略)-おまけに組合という組 

織を使うので、営業活動もまったくいらない。各地本に「さつき企画担当」の役員がいて、彼らが各 

支部の注文を取ってくれる。こちらはその注文に応じて、商品を送ればいいだけ。要するに営業 

経費がまったくかからない「伝票会社」なんです。 

息子の要にも報酬! 「知らない」「興味ない」と答える松崎氏

A氏は2000年3月に「さつき企画」の取締役に、 2001年6月に代表取締役に就任し、2004

年l月に退任した。松崎氏は「週刊現代裁判」での証言で、以下の通り、息子の役員就任

中の報酬を1000万円程度、またA氏の妻も報酬をもらっていたと答えた。

(被告代理人)なぜ(A氏は)2004年の1月に辞めたんですか。(松崎)それはいろいろ騒ぎが起 こされて、とくに分裂をしていったような方々が様々な誹諺中傷をやったり、検察公安部がいろい 

ろ入ってきたということによる障害があったからだと思います。(代理人)どんな障害ですか。(松 

崎)そればさつき企画にも公安がいろいろやってきて、嫌がらせ、妨害するであろうと、そういう思 

惑があったと思います。(代理人)まだ妨害されていなかったということですか。(松崎)だと思い 

ます。(代理人)ところで、Aさんは。取締役になっていた期間、報酬はどのくらいもらっていたん 

ですか。(松崎)知りません。1000万程度かも知れません。(代理人)しかし、あなたも唯-の株 

主なんですから、細かな日常的なことは知らなくても、役員報酬がどのくらいかということはご存じ 

でしょう。(松崎)いや、全然興味ないですね。(代理人)興味ないじやなくて、あなた、ご自分の 

ことではなくて、会社に主権者ですよね、株主といったら。(松崎)はい。(代理人)その主権者 

である株主、しかも唯一の株主であるあなたが、さつき企画は収支がどういうふうになっているか、 

こんなことについては全く興味はなかったんですか。(松崎)それは、それまで社長をやっていた 

Sという方にすべてお任せしていたからだと思います。(代理人)お任せしたのは結構なんだけれ 

ども、それと、唯一の株主としてやらなければいけない権利義務があるわけでしょう。(松崎)は 

い。(代理人)興味はなかったんですか。(松崎)はい。(代理人)株主としての監視も余りして 

なかったということ。(松崎)しておりません。ですから営業妨害をされました。(代理人)そんなこ 

とは聞いてません。Aさんば取締役として年俸が1000万程度あったということでしょうか。(代理 人)土塁迎○○(中略)-(代理人)Aさんの奥様は、さつき企画からAさんが取締役あるいは代 表取締役になっていた期間、名目は何であれ、お金をもらっていましたか。(松崎)主星蛙 

(代理人)いくらぐらい、あるいはどういう名目で。(松崎)知りません。全く関与していません。 

「検証・臓物化の実態! 」問暁鮒ムペ」ゾに掲載中! http://homepagel・nmy.cOm力R-RENGO



醐蹴倒膀!
前号の東労組元会長・松崎明氏の「週刊現代裁判」の証言にある、 「騒ぎが起こされて」

息子のA氏が社長を辞めたことや、さつき企画の経営を「すべてお任せしていた」松崎氏

の腹心のS氏については、松崎氏らの業務上横領容疑や別荘問題に関する検証において、

改めて詳しくみていきたい。なお、 S氏について、松崎氏は同証言の中で以下の通り述べ

たが、松崎氏はS氏をよほど信頼し、金銭のやり取り一切を任せていたようだ。会社の収

支を腹l帥こ任せきりにするずさんな経営は、私物化の批判を受けても仕方ないはずだ。

(被告代理人)(注;A氏の妻の報酬を知らないとの証言に対し)それも先ほどと同じ、唯-の株主 

だけれども、別にそれは関与していないということ。(松崎)はい、ほとんどSという前任者に委ね 

ておりましたから。(代理人)当時、Sさんはさつき企画ではどういう地位にいたんですか。(松 

崎)さつき企画社長を辞めて、顧問でしょうか、よく覚えていませんが。あるいは鉄道ファミリーとい 

うところに移っていたかもしれません。 

一般組合貫も「私物化」に納得していると思っているのか!?

しかし、松崎氏は息子を社長に据えることなどを「組織私物化の象徴」と批判されたこ

とについては、以下の通り証言しており、まったく意に介していないようである。

(被告代理人)Sさんは置いといても、あなたは、非常灯R東の中では権力もあるし、協力も強い、 

そしてさつき企画の100%の株式を保有している、そういう人の息子が同社の取締役あるいは代表 

取締役になる、そしたらば、間違っても公私混同とかあるいはあなたとの関係で私物化ということを 

言われないように、あなたとしては十分に注意をして、息子さんあるいはその奥様に対しても、間 

違ってもそんなそしりを受けないようにな、と言うのは普通だろうと思うんですが、そういうことは全く 

興味はなかったんですか。(松崎)いや、それはその通り普通だと思います。ただ、墨壷生玉登童 

伝は、それは宣伝として出てきました。(代理人)それはいいんです、悪意の人は。だけれども善 

意の人にはきちんと説明すれば分かってもらえるように、例えばAはこのぐらいの給料をもらって 

いる、おそらくこれだけの仕事をしているから、奥さんはこれだけの給料をもらっている、それはこ 

れだけの仕事をしているからと、きちんと説明できるように考えなかったんですか。(松崎)別に考 

えてはおりませんが、今にしてみればそういうことは必要なことではあったと思います。(代理人) 

このAさんが入ったことに対して、組織私物化の象徴というふうな批判がなされたことは知っていま 

主査しく松崎)はい、分裂した人から聞きました。(代理人)それ以外の人からは聞いてないの. 

(松崎)聞いておりません。(代理人)それは分裂した人の、ためにする議論であるという、そういう だけの理解ですか。(松崎)そう思ってます. 

J R総連"東労組とはまったく関係ない息子を、自分が唯-の株主を務める組合の関連

会社の社長に就任させて、その妻にまで報酬を支払ってきたことへの批判は、松崎氏にと

っては「悪意による宣伝」 「ためにする議論」らしい。 「分裂した人」というのは、 「JR東

労組を良くする会」の東労組・嶋田元副委員長や本間元中央執行委員らのこと。つまり、

批判するのは特殊な者で、 J R総連“東労組の-般組合員は納得していると思っているの

だろう。常識的にみれば、松崎氏の傲岸不遜な態度こそ、私物化の象徴ではないのか。

「検証・JRE7ル浸透擬輔露雑物化の実態! 」脚R連合村-ムペ」シーに掲載中! htt,://h。m。Page l.nmy. com/JR-RENGO



繍許醐醐物化の晃鑑!
民主化闘争情報[号外] 2009年「2月16日発行日本鉄道労働組合連合会(JR連合) 【N〇・了4】

脚篇賄!醐擁iの日朝物!
東労組元会長・松崎明氏は、自分に対する組織私物化の批判は「分裂した人」による「悪

意による宣伝」 「ためにする議論」であり、それ以外の人からの批判は聞いていないという。

そこで、 2002年10月31日に嶋田元副委員長ら8人の本部役員の辞任に対し、東労組本

部が2003年1月23日に出した「8人の中央指導部の辞任に対する見解」を紹介し、東労組

指導部が松崎氏をいかに尊崇しているかについて、改めて検証したみたい。

※「8人の中央指導部の辞任に対する見解」より抜粋 

彼ら(注:辞任した8人)は松崎前顧問からの「自立」を強調しているようだが、これまでも-貫と 

して「自立」の努力はしてきた。これからも努力していくことは当然のことである。将来にわたって盤 

石な丁R東労組を松崎前顧問とともにつくること、これが丁R東労組の基本的な組織戦略である. 

ー(中略)-我々は松崎前顧問を組織外の人だとは思っていない..丁R東労組の育ての親であり、紛 

れもなく丁R東労組にとっての重鎮である。この事実は揺ぐものではない。今でも労働運動の第- 

線で闘っていること、阜越した洞察力と的確な判断、そして陰に陽に実践的なアドバイスをしてく 

れる松崎前顧問は、「余人をもって代え難い」存在であるh_丁R東労組のみならず、日本の労働運 

動にとっても必要な人物である。この評価を否定し「ぶら下がり」と言うなら、それは明らかに見解の 

相違であって、そのように思っている者とは闘うしかないことを明らかにしておく。 

この見解は、松崎氏が2002年に東労組の顧問を辞め、一切の組合役職から退任した時期

に、嶋田氏ら「JR東労組を良くする会」のメンバーが公然と反旗を翻したほか、 JR浦

和電車区事件が刑事事件化されるなど、 J R総連・東労組が厳しく指弾され、彼らの危機

感の高まりを受け、松崎氏を守り、組織を固めるために出されたものと考えられる。 「育て

の親」 「重鎮」 「卓越した洞察力と的確な判断」 「余人を持って代え難い」 「日本の労働運動

にとっても必要な人物」など、同氏を異常なまでに褒め称える姿勢には恐れ入る。ここま

で個人崇拝する組織の中で、松崎氏の耳に批判意見が届かないのも仕方のないことだろう。

乞うこ期待!次号からは業務上磯領事件の事実関係を詳細に検証!

一方、松崎民らJR総連葛東労組の中枢部のメンバーが、 J R総連、東労組、日本鉄道

福祉事業協会、鉄道ファミリー、さつき企画、さつき会など、様々な関係団体の口座と個

人の口座との問で、億円、千万円単位の資金の出し入れを行い、高級別荘を続々と購入、

転売するなどしていたことが、嘗察の捜査により明らかになっている。警察ば松崎氏と

前号で紹介したS氏、職員のY氏、 H氏の4名を被疑者として、彼らが共謀して業務上横

領を行ったとする事件を捜査してきた。結局、事件は不起訴となり、 JR総連・東労組は
「公安警察による組織破壊のためのでっち上げ」などと主張している。彼らは都合のよい

宣伝を繰り返すだけで、一般組合員には事実が正しく伝わっていないのが実態だo

そこで本情報では、次号より、この被疑事件に関し、彼らの組織内部で実際に何がなさ

れてきたのかを検証し、事実関係を明らかにしていきたい。たとえ起訴されなかったとし

ても、組合費がいかにずさんに扱われているか、また、常識外れの別荘売買などがどのよ

うに行われてきたか、組合員には知る権利があるはずだ!

「検証・JR皐7/喉透と組織強靭b7)実態川和漣捻れムパーy’に掲載中! http :〃homep age l.n肌y・ cOm力R-RENGO



解J仔阜欄臓物化の冥鰭!
民主化闘争情報[号外] 2009年12月21日発行日本鉄道労働組合連合会(JR連合) 【N。・ 75】

捌鍔鍔の棚今幾醐!
前号で告知したように、本号より、松崎氏らJR総連・東労組の中枢部のメンバーが、

J R総連、東労組、および様々な関係団体の口座と個人の口座との間で、億円、千万円単

位の資金の出し入れを行い、高級別荘を続々と購入、転売するなどしていた業務上横領の

被疑事件の事実関係について、裁判の判決文などを基に、詳細に検証していくこととするo

2009年6月、 JR総連、東労組、関連団体、松崎氏、および関係者らが原告として、国

(裁判所)と東京都(警視庁)を相手に損害賠償を求めた裁判(国家賠償請求訴訟)の3

件の一審判決が、東京地裁で次々と言い渡されたo 「マングローブ」の著者である西岡研介

記者広東労組元会長の松崎明氏が原告となっている「週刊現代裁判」で当該3通の判決

書を証拠として提出した。 J R連合は、西岡記者よりこれを入手したので、本情報での検

証の基礎資料として活用していく。

次に、当該3件の裁判の概要であるが、まず、 6月9日に判決が言い渡されたのは、松崎

元会長ほか3名(前号で紹介したS氏、 Y氏、 H氏)に対する業務上横領被疑事件の捜査

のため捜索差押えを受けたJ R総連と東労組が、 2005年12月に行われた警視庁による家宅

捜索が違法であるとして、国(裁判所)と東京都(警視庁)に総額3,630万円の損害賠償を

求めていた事件についての裁判である。

また、 6月19日に判決が言い渡されたのは、日本鉄道福祉事業協会元理事長のS氏と同

協会職員であったY氏(上記S氏、 Y氏と同一人物)に対する業務上横領被疑事件で、 2007

年2月に「目黒さつき会館」などの家宅捜索が行われたことについて、 S氏をはじめ同協

会、 J R総連、鉄道ファミリー、捜査の際に身体捜索が行われた松崎氏を含む24名を原告

として、国と東京都に総額9,339万円の損害賠償を求めていた事件の裁判であるo

さらに、 6月24日に判決が言い渡されたのは、松崎氏(原告)が一連の家宅捜査やマス

コミへの情報提供などは不当であるとして、国と東京都に総額1億2,100万円の損害賠償を

求めていた事件の裁判である。

JR総連・東労組は自ら事実関係を組合昌に明らかこせよ!

これら判決に対するJ R総連の反応は、 J R総連通信(No・948、 950、 952)に詳しく記載

されている。 「6・9判決」で44万円の支払い命令が下ったことで、彼らは「勝利判決」と述

べているが、一部の押収物は事件との関連性がないとしたものの、本件被疑事実の嫌疑(松

崎氏がJ R総連国際交流基金の口座から3,000万円を引き出し、個人のリゾートマンション

の購入費等に充てた業務上横領の嫌疑)は明確に認めているoまた、 「6"19判決」 「6・24判

決」は、いずれも原告の請求を棄却したoなお「6・19判決」に関する被疑事件とは、 S氏

とY氏が鉄道福祉事業協会の口座から、 S氏所有のログハウス購入等の目的で約l億5,000

万円をS氏の個人口座に振り込んで横領したというものoこれらの判決文には、松崎氏、

s氏、 Y氏、 H氏による業務上横領被疑事件の事実関係が詳細に記載されているo

いずれの事件も不起訴処分にはなったが、 J R総連〃東労組は、自組織や関連団体、松

崎氏ら組合幹部や中枢人物の個人の金銭について、業務上横領の嫌疑が掛けられたのであ

るから、裁判で明らかにされた事実関係を自ら組合員に説明する義務があるはずだo

「検証・JR寧訓/浸透揮織私勧め実態冊腕輪汁ム′、」S/に掲載中! http ://homepage l ・nrty・ COm仰-RENGO



巨醒困り
松崎氏がJ R総連国際交流基金の口座から3,000万円を引き出し、個人のリゾートマンシ

ョン購入費等に充てたという業務上横領被疑事件は、 「6・24判決」によれば、 2003年6月、

暴力行為事件に関して「目黒さっき会館」内を捜索し、 JR総連などから多数の物件を差

し押さえた際、当該口座に係る預金通帳が含まれており、これがきっかけで嫌疑が明らか

になったということである。西岡研介著「マングローブ」の講述を基に解説すると、この

暴力行為事件は、 2002年6月にJ R総連の役員3名が東京駅付近においてJ R東海の助役

を取り囲み暴行を加えたとするもの(後に不起訴処分)。警視庁公安部は、 2003年6月の家

宅捜索に続き、同年9月に日本鉄道福祉事業協会が持っていた貸金庫等を捜索したという。

松崎氏の息子は「さつき企画」社長を辞めハワイに移住!

そして「その3ヶ月後の03年12月、 A (注:松崎氏の息子)はまるで公安部の捜査か

ら逃れるかのように、家族とともに渡米。松崎が購入した、ハワイ州コナ氏の超高級コン

ドミニアムに移り住むのである。さらにその1ヶ月後の04年1月、 Aぱさつき企画の代表

取締役も辞任している」ということだ(p.103)。この件について、松崎氏は「週刊現代裁判」

で次の通り証言している(No.72参照)。

(被告代理人)なぜ(A氏は)2004年のl月に(さつき企画の社長を)辞めたんですか。(松崎)そ 

れはいろいろ騒ぎが起こされて、とくに分裂をしていったような方々が様々な誹誘中傷をやったり、 

検察公安部がいろいろ入ってきたということによる障害があったからだと思います。(代理人)どん 

な障害ですか。(松崎)それは、さつき企画にも公安がいろいろやってきて、嫌がらせ、妨害する 

であろうと、そういう思惑があったと思います。 

松崎氏の言う「障害」とは、警視庁公安部による上記の捜索のことを指しているのだろ

う。さらに、 「6・19判決」には裁判所による「認定事実」として次の通り記載している。

さつき会の会計処理は、ずさんであり、会計帳簿等の整理もされず、長年にわたり、不明瞭な会 

計処理がされていた。-(中略)一別件暴力行為事件(注:上記の東京駅事件)において、原告福祉 

事業協会や原告JR総連等から多数の関係資料が押収され、事情聴取を受けた関係者らから、公 安当局が、関係団体の間の資金の流れについて関心を有しているとの情報を得て、その捜査に 

対する対応のために、原告Y(注:現JR総連特別執行委員)は、平成15年10月18日、さっき会 

の事務局長に就任し、財政を調査した結果として、平成16年2月27目付け「さつき会の財務状 

況等に関する中間報告」を作成した。さつき会は、平成16年5月7日に開催された定期評議委 

貴会の決議で解散したとされている。 

なお、 「さつき会」とは1987年に動労が解散する際に設立された法人格のない団体で、

動労時代の役職員の退職金の債務なども継承されたという。

松崎氏の息子の海外移住や「さつき会」の解散など、警視庁の捜査に対し、何とも怪し

い対応である。関係者の周章狼狽ぶりが表れており非常に興味深い。 J R総連と関連団体

の中でどのような対応がされていたのか、今後、じっくりと検証していくこととしたい。

「検証・JR草訂レ浸透と組織私物化の実態出切R連合柑-ムペ弓/に掲載中! http ://h。m叩。g。 1.nlrty. 。。m/JR-購NGO



そらそら棚物音朋盲勿離合研玖妨a励?
本号より、松崎氏業務上横領の被疑事件の検証を開始したい。この事件の事実関係につ

いては、 「6・24判決」に、以下の通り、詳しく記載されている(年は西暦に修正)。

第3争点に対する判断 
1争点(1)ア(本件格捜索差押えにおける原告(注松崎氏)の嫌疑の有無) 

(1)前記争いのない事実等に加え、証拠及び弁論の全趣旨によれば警視庁の捜査の結果、本件各令 
状(注:2005年12月の家宅捜索における捜索差押許可状)の発付を請求した時点で、以下の事実が判 

明していたものと認められる。 

ア本件土地(注:沖縄県今帰仁)について 

(ア)原告の妻Mは、1995年5月13日、氏名不詳者との間で、本件土地を1,373万2,000円で買った。 

(イ)さつき商事株式会社(注:さつき企画の前身)の取締役であったTMは、同年9月13日、上記売買契 
約の仲介者に対し、本件土地代金を現金で支払った。 (ウ)原告及びM名義の銀行口座から、本件土地の価格に相当する金員の出入りは認められなかった0 

(エ)Mは、2000年1月15目、日本鉄道福祉事業協会(注:以下、福祉事業協会という)との間で、本件土 
地を代金687万8,100円で売った。 

イ本件建物(注:上記土地に建設した別荘)について 

(ア)さつき商事は、1995年5月13日、M社(注:住宅会社)に対し、本件建物の建築を注文し、同社はこ 
れを請け負った(以下「本件請負契約」という) 

(イ)さつき商事とM社ば同年12月26日、1996年3月25日、同年6月26日にそれぞれ、本件建物の 
追加変更請負工事を締結した(以下「本件各追加変更契約」という) 

(ウ)本件請負契約及び本件各追加変更契約に基づく工事代金や登寵申請費用等の諸費用の合計(以 
下、「本件建物代金」という)は、5.299万2,464円であり、以下の通り支払われた。 

a1995年5月15日、M社名義の口座に、TO名義で620万5.000円が振り込まれた。 

b同年12月8日、小切手により700万円が支払われた。同小切手は、「東日本旅客鉄道労働組合執 

行委員長松崎明」名義の定期預金口座の元利金が原資であった。 c1996年2月3日、小切手により1.00〇万円が、現金により170万円がそれぞれ支払われた。同小切 

手は、TM名義の定期預金口座の元利金が原資であり、現金は、同日、TM名義の普通預金口座か 

ら230万円が払い戻されていた。 

d同月22日　小切手により1.100万円が、現金により70万円がそれぞれ支払われた。同小切手は、 ヽ 「東日本旅客鉄道労働組合総務財務部」名義の普通預金口座の元利金が原資であり、現金は同 

日、TM名義の普通定期預金口座から現金7〇万円が払い戻されていた。 。同年4月30日、1.600万円が小切手により支払われた農園小切手は、「東日本旅客鉄道労働組合」 

名義の定期預金口座の元利金が原資であった。 

f同年5月10日、12万1,970円が現金により支払われた。 

g同年6月27日、M社の口座に、19万5,494円が振り込まれた。 

(⇒上記各金員について、原告およびMの個人資産から本件建物の価格面日当する金員の出入りは認 
められなかった。 

(祁さつき商事ば2000年1月15日、福祉事業協会に対し、本件建物を売ったo 

松崎氏夫妻の個人資産から土地・建物の金目の出入りは認められず!

この後、沖縄の土塊・建物を売却し、松崎氏は、それを原資にハワイのリゾートマンシ

ョンを購入するのだが、まずは、ここまでの部分から検証を開始したい。裁判所が認めた

事実関係を読むと、そもそも、この沖縄の物件は松崎氏夫妻の個人の資金で購入したのか、

との疑問が湧いてくる。この別荘は、果たして、松崎氏の資産といえるのだろうか?

「検証・JR草eル浸透と細繊私物化の実態川和謝ムペ十月こ掲載中I http://homepage l証rty. com力R-RENGO


